
令和３年８月２７日 

 

北海道行政書士会会員 各位 

 

北海道行政書士会 中央研修所 研修統轄   三浦 勝也 

行政書士会北海道ＡＤＲセンター センター長 河上  隆 

 

令和３年度 ＡＤＲ調停人候補者養成研修 

調停技能研修（初級編）について 

 

令和３年度ＡＤＲ調停人候補者養成研修・調停技能研修（初級編）を下記の通り実施いたしますので、

ご案内いたします。 

なお、コロナ対応のため、ロールプレイングの際には飛沫感染防止対策としてアクリルパーテーション

を準備いたしますが、今後、新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、研修を縮小又は中止する場合

がありますので、ご承知おきください。 

 

記 

 

１ 日  時：令和３年１０月１日（金） １１：００～１６：３０ 

令和３年１０月２日（土） １０：００～１６：３０ 

令和３年１０月３日（日） １０：００～１５：００ 

 

２ 場  所：①札幌会場：北海道行政書士会館 ２階 研修室 

②札幌以外：函館、旭川、帯広、釧路の各市内（各会場２名以上の受講者がいることを条

件とします）（受講申込者には後日改めて詳細をご連絡します。） 

＊札幌以外の会場は、札幌での講義をリアルタイムでネット配信します。 

 

３ 内  容：対話促進型調停技法に基づく調停、調停人倫理、調停ロールプレイ等（初級レベル） 

（受講申込者には後日改めて詳細をご連絡します） 

 

４ 定  員：①札幌会場：１５人（定員になり次第締め切ります） 

②札幌以外の会場では、１会場当たり２名以上の参加者がいない場合には、配信は中止と

いたします（その場合でも他の実施会場への参加は可能です）。 

 

５ 資 料 代：３，０００円（会場にて申し受けます） 

 

６ 申込期限：令和３年９月１０日（金）までに、別添「各種研修会 受講申込書」により、メール又は

ＦＡＸにてお申し込みください。 



 

 

受講上の注意事項 

 

 

１．この研修は、本会会員であれが、どなたでも受講できます。 

既にＡＤＲ研修を修了された会員が再受講することもできます。 

  ただし、入会後３年以内に新入会員研修を終了していない会員は、この研修を受けることができな 

  い場合があります。 

それ以外の会員については、空きがある場合に先着順にて受付致します。ご了承ください。 

 

２．研修は、３日とも受講して下さい。遅刻（１５分まで）⇒１５分を超える遅刻・欠席の場合、考課 

測定を受けられません。 

 

３．考課測定は、調停人倫理、調停技法、センター規則・規程類の知識を問うもので、多肢選択式と記 

述式の出題となります。 

 

４．その他ご不明の点は、北海道行政書士会事務局（電話：０１１－２２１－１２２１、メールアドレ 

ス：gyosei@mrd.biglobe.ne.jp）にお問い合わせください。 

 



FAX番号 011-281-4138 

 
各種研修 申込書（2021年 9・10月） 

 

 

 

↓受講を希望する研修番号に○をしてください      ↓受講会場等□にレ点を入れてください 

申込 研修会名 研修日 受講希望会場 

１ 

成年後見研修（初級課程）第１回 

 

 

 

9月 28日（火） □ 札幌  

□ 函館 （ネット配信） 

□ 旭川 （ネット配信） 

□ 北見 （ネット配信） 

□ 帯広 （ネット配信） 

□ 釧路 （ネット配信） 

２ 

ＡＤＲ調停人候補者養成研修 

調停技能研修（初級編） 

 

 

10月 1日（金）

～3日（日） 

□ 札幌  

□ 函館 （ネット配信） 

□ 旭川 （ネット配信） 

□ 帯広 （ネット配信） 

□ 釧路 （ネット配信） 

 

申込締切 

１ 成年後見研修（初級課程）第１回：９月１０日（金） 

２ ＡＤＲ調停人候補者養成研修調停技能研修（初級編）：９月１０日（金） 

 

E-mail gyosei@mrd.biglobe.ne.jp 
※メール申込の場合は、件名「10・11月研修申込」とし、本文に上記必要事項を記入して下さい。 

※メールアドレスの記載があった会員にのみ、研修申込受付完了メールを事務局より送信します。 

ふりがな 

氏 名 

 

所属支部  

会員番号  

T E L  F A X  

E-mail  


